令和３年５月１０日
保護者様
大阪市立中津小学校
　　校　　長　　船留　　昌代
緊急事態宣言発出中の児童の居場所に関する調査について

保護者の皆様におかれましては、平素より本市の教育活動にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
本日配布しました「今後の学校園における対応について」に記載のある通り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、大阪府への「緊急事態宣言」が5月31日（月）まで延長されることとなりました。
緊急事態宣言中、当面の期間は引き続き下記の時程で教育活動を実施いたします。
１・２時間目、５・６時間目の時間帯において、１～３年生児童においてご家庭での監護ができない場合や高学年児童におきましても児童に留守番させることが困難な場合等につきましては学校でお子様をお預かりし、学校で自主学習（家庭学習と同等の内容）に取り組みます。
　つきましては、個々のご家庭の状況の把握、児童の安全確認等のため、下記調査に記載していただき、できる限り５月１１日（火）にご提出ください。明日の提出のお願いとなり申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
	時　　間
	場　　所
	活　　動

	８：３０　【１・２時間目】
　～　１０：３０
	自宅（または学校預かり）
※１０時頃から各班で集団登校
	ＩＣＴを活用した学習やプリント学習

	１０：３０～１０：４５　
	健康観察・朝の会

	１０：４５【３・４時間目】
～　１２：２５
	学　　校
	各学級での学習

	１２：２５
～　１３：５５
	学　　校
	給食・掃除
下校（１３：４０頃）

	１３：５５
～１４:４０【５時間目】
～１５:３０【６時間目】
	自宅（または学校預かり）
※いきいき活動は５時間目または
　６時間目終了後からです。
	ＩＣＴを活用した学習やプリント学習


記　　
※水曜日の授業終了は5時間目…１４：０５、6時間目…１４：５５です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（切り取り）
緊急事態宣言発出中の児童の居場所に関する調査
（　　　　　　）年（　　　　　　）組　　　　児童名（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　
○　期間中、学校での預かりを希望される方は下の表（時間帯ごと）に○をつけてください。
[bookmark: _GoBack]希望されない方、希望されない時間帯は空欄のままでけっこうです。できる限り５月１１日に提出をお願いします

○　この用紙は、全員提出していただきますようお願いします。
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５/１２（水） １３（木） １４（金） １７（月） １８（火） １９（水） ２０（木） ２１（金）

１・２時間目

５・６時間目

５/２４（月） ２５（火） ２６（水） ２７（木） ２８（金） ３１（月）

１・２時間目

５・６時間目


